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無償化の対象となるためには，事前に市の認定を受ける必要があります。 

 無償化の範囲や，無償化の対象となるための認定申請手続きは,利用施設等により異なります。 

 ご利用の施設等にあわせて，手続きの内容をご確認ください。 

 

 

１ 認可保育園，認定こども園，幼稚園（私学助成対象園を除く）を利用する場合 

（１） 無償化の対象範囲 

  保育料 

・３歳児から５歳児まで（小学校就学前まで）の全ての子ども（幼稚園および認定こども園（幼児

教育部分）の満３歳児を含む） 

・０歳児から２歳児までの保育の必要性がある住民税非課税世帯の子ども 

（２） 手続き 

  保育料を無償とするための手続きは不要です。 

  ただし，幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用する場合は，下記３の手続きが必要です。 

 

 

２ 幼稚園（私学助成対象園）を利用する場合 

（１） 無償化の対象範囲 

保育料 

満３歳児から５歳児まで（小学校就学前まで）の全ての子ども（※上限 25,700円／月） 

（２） 手続き 

  利用開始までに，「施設等利用給付認定（１号）」を受ける手続きが必要です。 

 

 

３ 幼稚園や認定こども園等の預かり保育を利用する場合 

（１） 無償化の対象範囲 

預かり保育料 

・３～５歳児・・・保育の必要性がある子ども（※上限 11,300円／月） 

・満３歳児・・・・保育の必要性がある住民税非課税世帯の子ども（※上限 16,300円／月） 

（２） 手続き 

  利用開始までに，「施設等利用給付認定（２・３号）」を受ける手続きが必要です。 

 

 

 

幼児教育・保育の無償化の対象となるための手続き 



2 

 

４ 認可外保育施設，一時預かり事業，病児保育事業，ファミリー・サポート・センター事業を利

用する場合 

（１） 無償化の対象範囲 

保育料 

・３～５歳児…保育の必要性がある子ども（※上限 37,000円／月） 

・０～２歳児…保育の必要性がある住民税非課税世帯の子ども（※上限 42,000円／月） 

※認可保育園，認定こども園，幼稚園（預かり保育を実施していない公立幼稚園を除く），地域型保

育事業，企業主導型保育事業を利用している場合は，認可外保育施設，一時預かり事業，病児保

育事業，ファミリー・サポート・センター事業の利用料は，無償化の対象になりません。 

（２） 手続き 

  ア 利用開始までに，「施設等利用給付認定（２・３号）」を受ける手続きが必要です。 

  イ 利用施設に利用料をお支払いいただいた後，「償還払い請求」の手続きが必要です。 

    利用月の翌月１０日までに，下記書類を提出してください。 

    【提出書類】 

     ・「施設等利用費請求書（償還払い用）」 

・「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼証明書」（原本） 

      ※倉敷市内の対象施設については，「領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を

兼ねた倉敷市様式の「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼証明書」の発行を

お願いしています。倉敷市以外の対象施設を利用した場合は，「領収書」と「特定子ども・

子育て支援提供証明書」が別発行となっている場合がありますので，請求の際は両方提

出してください。 

      ※ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合は，「倉敷ファミリー・サポート・

センター 援助活動の報告（依頼会員用）」を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥無償化利用費の支払い（四半期毎） 

利
用
者
（
保
護
者
） 

倉
敷
市 

③利用料の請求・支払 

④領収証兼提供証明書の発行 

⑤無償化利用費を請求（※） 

 
 

 

無
償
化
対
象
施
設 

 

①施設等利用給付認定の申請 

②施設等利用給付認定の決定 

※施設等利用費の請求の時効は２年です。 
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５ 保育料無償化に必要な申請手続き 

  「施設等利用給付認定」を受けるために以下の書類の提出が必要です。 

 

  「施設等利用給付認定（１号）」の場合 

   ・「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」 

 

  「施設等利用給付認定（２・３号）」の場合 

   ・「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」 

   ・「保育の必要性を確認できる書類」（様式は事由により異なります） 

 

（参考）保育の必要性を確認できる書類 

１ 

居宅外で就労されている方 就労証明書（被雇用者用）※証明日が３ヵ月以内のもの 

自営（商業，内職，農業等）の方 

会社役員の方 

就労申告・証明書（自営・内職・農業等従事者用）， 

自営等の確認ができる最新（３ヵ月以内）の資料等の写し 

（請求書，納品書，領収書，作付面積のわかる書類等） 

２ 

出産前後の方 

（出産予定日の８週間（多胎妊娠の

場合は１４週間）前の日の属する月

の初日から，出産日後８週間を経過

する日が属する月の末日） 

出産・病気・介護（看護）の申立書， 

おやこ健康手帳の写し（母氏名と分娩予定日が記載されているページ） 

３ 
保護者が疾病，又は障がいをお持ち

の方 

出産・病気・介護（看護）の申立書， 

家庭で保育することが困難であるとわかる書類 

（医師の診断書（３ヵ月以内に発行されたもの），又は障害者手帳の写し等） 

４ 

保護者が介護・看護をしている方 

（保護者の同居している３親等以内

の親族または同居していない１親等

の親族に限ります。） 

出産・病気・介護（看護）の申立書， 

介護が必要であることがわかる書類 

（医師の診断書（３ヵ月以内に発行されたもの），又は障害者手帳の写し等） 

５ 災害復旧をしている方 申立書，り災証明書 

６ 求職活動をしている方 
求職活動申立書，求職活動状況報告書 

※求職中での利用給付認定は３ヵ月です。 

７ 保護者が学校に在学中の方 
申立書，在学証明書（入学予定の場合は合格通知等）， 

カリキュラム等授業時間がわかるもの 

 

 

６ 注意事項 

・保育料以外の諸費用（通園送迎費，行事費等）は無償化対象外です。 

  ・保育の必要性がある子どもとは，保護者の就労，疾病等により，日中自宅で保育することができ

ない家庭の子どもをいいます。 

  ・０～２歳児の住民税非課税世帯の確認については，４月～８月は前年度分の住民税課税状況，９

月～翌年３月は当該年度分の住民税課税状況により判定します。 
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７ こんなときは必ず申請してください 

  転職や退職，勤務時間の変更，産前産後休暇の取得，その他世帯の状況に変更があった際には，「施

設等利用給付認定変更届」と下の表に定める「その他必要な書類」を倉敷市保育・幼稚園課，各保

健福祉センター福祉課に提出してください。 

変更内容 

提出書類 

施設等利用給付

認定変更届 
その他必要な書類 

倉敷市外に転出する ○ 
※転出先の市町村で，事前に申請が 
必要です。 

倉敷市内で転居した ○ － 

世帯構成に変化があった 
（離婚，婚姻・事実婚，同居家族の 
増減，単身赴任等） 

○ 

婚姻・事実婚の場合は， 
新たに子どもの保護者となった方の 
保育の必要性を確認できる書類 
（様式は事由により異なります） 

保育の必要性の要件に変更があった ○ 
保育の必要性を確認できる書類 
（様式は事由により異なります） 

保育の必要性がなくなった ○ － 

認定区分を変更したい 
（１号認定→２・３号認定） 

○ 
保育の必要性を確認できる書類 
（様式は事由により異なります） 

認定区分を変更したい 
（２・３号認定→１号認定） 

○ － 

住民税非課税世帯ではなくなった 
（０～２歳児のみ） 

○ － 

その他世帯の状況に変更があった ○ － 

 

８ 施設等利用給付認定開始後の確認事項（現況確認について） 

  施設等利用給付認定（２・３号）を受ける方は，毎年度保育を必要とする事由の確認のため， 「子

育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」と「保育の必要性を確認できる書類」の提出が必

要です。詳細は，倉敷市からお知らせ予定です。 

  提出がない場合や保育の必要性を確認できない場合，施設等利用給付を受けられなくなります。 

 

９ お問い合わせ先 

市役所担当窓口 電話番号 

保育・幼稚園課 ０８６－４２６－３３１１ 

水島保健福祉センター福祉課 ０８６－４４６－１１１４ 

児島保健福祉センター福祉課 ０８６－４７３－１１１９ 

玉島保健福祉センター福祉課 ０８６－５２２－８１１８ 

玉島保健福祉センター真備保健福祉課 ０８６－６９８－５１１３ 

 


